
資格期間について

60歳以後も国民年金に
加入できると聞きましたが？

65歳まで加入可能な任意加入被保険者と65歳から70歳まで加入可
能な高齢任意加入被保険者の２種類があります。

▲
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地域型年金委員のための 国民年金 よくある質問
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